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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。

資料 

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

1 
クラス１機器及び炉心支持構造物の応

力腐食割れ対策に関する説明書 

1. 概要

今回

提出

範囲 

2. 新たにクラス１機器及びクラ

ス１支持構造物として申請する

範囲の系統構成について 

3. 新たにクラス１機器及びクラ

ス１支持構造物として申請する

範囲の材料について 

2 

発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防

護に関する説明書 

3 

原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏

えいを監視する装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲

に関する説明書 

4 
流体振動又は温度変動による損傷の防

止に関する説明書 

1. 概要

今回

提出

範囲 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ

拡大範囲及びその他改造範囲の

構成 

3. まとめ

4. 添付資料

5 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水

設備のポンプの有効吸込水頭に関する

説明書 

6 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書 

2



資料 No.1 
 

 

 

クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策 

に関する説明書に係る補足説明資料 
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1. 概要 

本資料は，新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲となった箇

所の系統構成及び材料を説明するものである。 

 

2. 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の系統構成について 

今回，新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲は原子炉浄化系

主配管「原子炉圧力容器～原子炉圧力容器ボトムドレンライン合流部」の一部である。 

 

新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の概念図を図 1 に示す。 

 

 

図 1 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の概念図 

  

原子炉圧力容器

ボトムドレンライン合流部
原子炉

圧力容器

V213-1

MV213-2

M

V213-2

：従来のクラス１申請範囲 

：新たにクラス１として申請する範囲 

：従来のクラス１申請範囲（今回，主配管に該当しない範囲として申請） 
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2.1 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する経緯について 

従来，原子炉圧力容器底部にクラッド等が堆積するのを防止するためのボトムドレン流

量調整を目的として，ニードル弁（V213-2）を設置しているラインを主配管としていた

が，PLR 配管破断等の LOCA が発生した場合には冷却材流出を抑制する観点から，原子炉

圧力容器により近い箇所で冷却材流出の隔離が可能となるよう，遠隔操作による弁閉止

が可能な電動弁（MV213-2）を設置しているバイパスラインを主配管に変更する。 

この変更により，通常運転時において，電動弁（MV213-2）は全開，ニードル弁（V213-

2）は全閉運用となる。 

なお，これまでニードル弁（V213-2）により流量調整を行ったことはなく，通常運転時

においてニードル弁（V213-2）は全開運用としていたこと，また，バイパスラインは高

温待機時等の RPV 上下部の温度差が大きくなる場合に電動弁（MV213-2）を全開すること

でボトムドレン流量を増加させ温度差による熱応力を緩和できるよう設置していたが，

これまで運用した実績はないこと及びニードル弁（V213-2）を設置しているラインとバ

イパスラインは同じ配管口径（80A）であり系統流量に影響はないことから，主配管運用

変更による系統機能への悪影響はない。 

ボトムドレンライン主配管変更前後の比較図を図 2に示す。 

 

 

 

従来 変更後 

  

図 2 CUWボトムドレンライン主配管変更前後の比較図 
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3. 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の材料について 

新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲について，使用材料を

表 1～表 2，系統概要図を図 3 に示す。 

 

表 1 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の配管の仕様 

最高使用圧力 最高使用温度 外径／厚さ 材料 

8.62 MPa[gage] 302 ℃ 89.1 mm／7.6 mm SUS316TP 

 

表 2 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の弁の仕様 

最高使用圧力 最高使用温度 
主要寸法 

（呼び径） 

材料 

弁箱 弁ふた 

8.62 MPa[gage] 302 ℃ 80A SCS16A SCS16A 
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図 3 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の系統概要図 
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1  

1. 概要 

本資料は，「Ⅵ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」（以下

「説明書」という。）の「2.評価範囲」に示す評価範囲において，流力振動評価が必要な

配管内円柱状構造物及び配管の高サイクル熱疲労評価が必要な高低温水合流部及び閉塞分

岐管が含まれていないことを説明する。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲以外の既設設備につい

ては，経済産業省原子力安全・保安院による指示文書の別紙 1「新省令第 6 条及び第 8 条

の 2 第 2 項における流体振動による損傷の防止に関する当面の措置について」（平成 17・

12・22 原院第 6 号）に基づき保安院に提出した「島根原子力発電所１号機及び２号機 

流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止に関する評価結果と措置計画等の報告

について」（平成18年10月13日付電原運第８０号）及びＮＩＳＡ文書「発電用原子力設

備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実

施について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき提出した「島根原子力発電所第

２号機における高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価及び検査結果の提出に

ついて」（平成18年6月19日付電原運第２９号）（以下「報告書」という。）にて評価し

ている。 

また，技術基準規則第 19 条解釈に示された配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の

高サイクル熱疲労の評価が必要となる一次冷却材が循環する施設は参考資料に示すとおり，

省令 62 号から変更はない。よって改めて検討する範囲は今回拡大した原子炉冷却材圧力

バウンダリ範囲及びその他改造範囲で十分である。 

 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲の構成 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲について図１～図１１に示す。 
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図１ 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲（残留熱除去系Ａ系） 
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図２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲（残留熱除去系Ｂ系） 
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図３ その他改造範囲（原子炉圧力容器から原子炉浄化補助ポンプ入口管までのうち電動弁（MV213-2）を設置しているライン（運用変更範囲）） 
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図４ その他改造範囲（Ａ系原子炉再循環系戻り管からサプレッションチェンバスプレイヘッダまでのうちサプレッションプール水pH制御系の合流部） 

 

：報告書での評価範囲 

：その他改造範囲 

 （合流部の追加） 
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図５ その他改造範囲（サプレッションチェンバから高圧原子炉代替注水系主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ供給管」までのうち高圧原子炉代替注水系の分岐部） 

 

：報告書での評価範囲 

：その他改造範囲 

 （分岐部の追加） 
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7   

 

図６ 残留熱除去系ヘッドスプレイラインの系統概要図 

 

①配管

②弁

③配管溶接部

④支持構造物取付溶接部

⑤フランジ

：STS42

原子炉圧力容器へ

（第１隔離弁）

V222-7

⑤

①

④

②（第２隔離弁）

MV222-14

③

：SFVC2B
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図７ 残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（Ａ／Ｂ系）の系統概要図 
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図８ 残留熱除去系停止時冷却モード抜き出しラインの系統概要図 

 

 

図９ その他改造範囲（原子炉圧力容器から原子炉浄化補助ポンプ入口管までのうち電動弁

（MV213-2）を設置しているライン（運用変更範囲））の系統概要図 
 

  

R/B
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原子炉圧力容器より （第１隔離弁）
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②（第２隔離弁）

MV222-7
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図１０ その他改造範囲（Ａ系原子炉再循環系戻り管からサプレッションチェンバスプレイヘッダ

までのうちサプレッションプール水pH制御系の合流部）の系統概要図 

 

 

 
 

図１１ その他改造範囲（サプレッションチェンバから高圧原子炉代替注水系主配管「高圧原子炉

代替注水ポンプ供給管」までのうち高圧原子炉代替注水系の分岐部）の系統概要図 

 

  

サプレッションチェンバ
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①配管
②配管溶接部
③フランジ ：SM41C②

サプレッションチェンバより

②

：SF45A

①

③
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11   

3. まとめ 

図１～図１１より，今回の原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲は全て報告書の評価範囲に含ま

れており，流体振動又は温度変動による損傷が懸念され新たに評価が必要となる部位は無い。そ

の他改造範囲については，流体振動による損傷の評価対象となる配管内円柱状構造物が設置さ

れていなく，温度変動による損傷の評価対象となる高低温水合流部及び閉塞分岐管がないため

評価が必要となる部位は無い。また，保安院に提出した報告書を添付 1，添付 2 に示す。これによ

り，技術基準第 19 条に示されたとおり，配管内円柱状構造物の流力振動については「配管内円柱

状構造物の流力振動評価指針」（JSME S012），高サイクル熱疲労については「配管の高サイクル熱疲

労に関する評価指針」（JSME S017）に規定された手法により評価しており，問題があると評価さ

れた部位については対策をとり，結果を定期事業者検査で確認している。 

 

4. 添付資料 

添付 1－流体振動による配管内円柱構造物の損傷防止に関する評価結果と措置計画等の報告

について（訂正版） 

添付 2－高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価および検査結果について 

 

【参考資料】 

技術基準規則の新旧比較について 
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【参考資料】 

 

技術基準規則の新旧比較について 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（平成25年6月28日）と実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則（令和2年4月1日）との比較について以下の表に示

す。 

 

表 技術基準規則の新旧比較表 

発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成25年6月28日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（令和2年4月1

日） 

備考 

（流体振動等による損傷の防止） （流体振動等による損傷の防止）  

第六条 第十九条  

燃料体及び反射材並びにこれらを支

持する構造物、熱遮へい材並びに一次

冷却系統に係る施設に属する容器、

管、ポンプ及び弁は、一次冷却材若し

くは二次冷却材の循環、沸騰等により

生ずる流体振動又は温度差のある流体

の混合等により生ずる温度変動により

損傷を受けないように施設しなければ

ならない。 

燃料体及び反射材並びに炉心支持構

造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に

係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次

冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰そ

の他一次冷却材又は二次冷却材の挙動

により生ずる流体振動又は温度差のあ

る流体の混合その他の一次冷却材又は

二次冷却材の挙動により生ずる温度変

動により損傷を受けないように施設し

なければならない。 

 

追加要求なし 

解釈 解釈  

１ 「流体振動により損傷を受けない

ように施設しなければならない」

とは流れの乱れ、渦、気ほう等に

起因する高サイクル疲労による損

傷の発生防止を規定するものであ

り、以下の措置を講じること。 

 

・蒸気発生器伝熱管郡の曲げ部に

ついては、日本機械学会「設計・

建設規格」（JSME S NC1-2005）

PVB-3600に規定する手法を適用す

ること。 

１ 「流体振動により損傷を受けない

ように施設しなければならない」

とは流れの乱れ、渦、気泡等に起

因する高サイクル疲労による損傷

の発生防止を規定するものであ

り、以下の措置を講ずること。 

 

・蒸気発生器伝熱管郡の曲げ部に

ついては、日本機械学会「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格

（ 2005 年 版 ） （ JSME S NC1-

2005）」（以下「「設計建設規格

2005」」という。）PVB-3600 又は

「設計・建設規格 2012」PVB-3600

に「日本機械学会「設計・建設規

格」及び「材料規格」の適用に当

たって（別記―２）の要件を付し

たものによること。 

 

追加要求なし 
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【参考資料】 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成25年6月28日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（令和2年4月1

日） 

備考 

・管に設置された円柱状構造物で

耐圧機能を有するものについて

は、日本機械学会「配管内円柱状

構造物の流力振動評価指針」

（JSME S012）に規定する手法を適

用すること。なお耐圧機能を有し

ないものについては第8条の2第2項

によること。（日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計建設規

格（JSME S NC1）」（2005年改訂

版）並びに流力振動及び高サイク

ル熱疲労に関する評価指針の技術

評価書） 

 

 

２ 「温度差のある流体の混合等によ

り生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければなら

ない」とは、日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価

指針」（JSME S017）に規定する手

法を適用し、損傷の発生防止措置

を講じること。なお供用開始後に

おける運転管理等の運用上の対応

を考慮して施設することができ

る。（日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（JSME 

S NC1）」（2005年改訂版）並びに

流力振動及び高サイクル熱疲労に

関する評価指針の技術評価書） 

 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては、一次冷却材が循環する施設

として、原子炉冷却材浄化系、残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）（BWR）及び化学体積制御

系、余熱除去系（PWR）を含めて措

置を講じること。 

・管に設置された円柱状構造物で

耐圧機能を有するものについて

は、日本機械学会「配管内円柱状

構造物の流力振動評価指針」

（JSME S012）に規定する手法を適

用すること。（「日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計建

設規格（JSME S NC1）」（2005年

改訂版）並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書」（平成17年12月原子

力安全・保安院，原子力安全基盤

機構取りまとめ）及び「設計・建

設規格2012技術評価書」） 

 

２ 「温度差のある流体の混合等によ

り生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければなら

ない」とは、日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価

指針」（JSME S017）に規定する手

法を適用し、損傷の発生防止措置

を講ずること。（日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建

設規格（JSME S NC1）」（2005年

改訂版）並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書」（平成17年12月原子

力安全基盤機構取りまとめ）） 

 

 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては、一次冷却材が循環する施設

として、原子炉冷却材浄化系、残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）（BWR）及び化学体積制御

系、余熱除去系（PWR）を含めて措

置を講ずること。 

 

追加要求なし 
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